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はじめに 

中学校部活動は、これまで学校教育の一環として、生徒の体力向上や技能の習得にとどまらず、

協調性や責任感、挑戦する心を育む重要な役割を果たしてきました。一方で、少子化の進行や生徒

数の減少、教員の働き方改革の推進など、部活動を取り巻く環境は大きく変化しており、従来の学

校単位での運営体制を将来にわたり維持していくことが難しくなっています。 

国においては、休日の部活動の段階的な地域展開をはじめとする方針が示され、持続可能な活動

環境の構築が求められています。本市においても、こうした動向を踏まえ、直方市中学校部活動地

域展開等検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置し、部活動の地域展開の在り方について

協議を重ね、答申を受けました。答申では、生徒の活動機会の確保を最優先とし、地域と学校が連

携した新たな運営体制の構築、指導者の確保と育成、経済的配慮、段階的な展開の必要性等が示さ

れています。 

本市教育委員会は、この答申を尊重するとともに、すべての生徒が将来にわたり安心してスポー

ツ・文化活動に親しむことができる環境を確保するため、本計画を策定しました。本計画は、本市

における中学校部活動地域展開の基本的な方向性を示すものであり、具体的な取組については、関

係者との協議を重ねながら、段階的に推進してまいります。 

 

 

直方市教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

第１章 推進計画策定の背景 

１．国の動向 

これまで文部科学省において、平成 30 年に「運動部活動の在り方に関する総合的なガイド

ライン」「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」の策定を行い、平成 31 年には

中央教育審議会や国会において学校における働き方改革の観点を含め、部活動を学校単位から

地域単位の取組とするべきことが指摘されました。また、令和２年９月スポーツ庁の通知「学

校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」において「令和５年度以降、休日の部活動の

段階的な地域展開を図るとともに、休日の部活動の指導を望まない教師が休日の部活動に従事

しないこととする」ことが示されました。 

そして、令和４年 12 月にスポーツ庁、文化庁において「学校部活動及び新たな地域クラブ

活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」が策定され、「学校部活動の地域連携並びに地

域の運営団体・実施主体による地域スポーツクラブ活動及び地域文化クラブ活動への展開に取

り組む」ことが示されました。 

その後、令和６年 12 月に「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」の

中間とりまとめが公表されました。さらに、令和７年５月には同実行会議の最終とりまとめが

公表され、令和８年度から令和 13 年度までの６年間を「改革実行期間」と位置付け、改革実

行期間内に原則全ての学校部活動において休日の地域展開の実現を目指すことが示されまし

た。また、従来「地域移行」と呼ばれてきた名称は、地域全体で関係者が連携して支えるとい

う改革の理念をより的確に表すため、「地域展開」に変更されました。 

これを受け、令和７年 12 月には文部科学省において「部活動改革及び地域クラブ活動の推

進等に関する総合的なガイドライン」が策定され、改革実行期間における部活動改革及び地域

クラブ活動の推進に関する国としての基本的な考え方や具体的な取組方針等が示されていま

す。本市においては、このガイドラインに基づき、地域の実情を踏まえながら改革を進めるこ

ととします。 

 

 

 

 

 

２．直方市の中学校部活動を取り巻く現状 

Ⅰ.直方市立中学校生徒数の推移（過去～未来予測） 
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Ⅱ.直方市立中学校部活動加入者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年現在、市内 4 中学校で部活動に所属する生徒数は 940 名となっています。また、文

化部を含む 16 種目の部活動が活動していますが、4 中学校中 1 中学校のみ活動している部活

動（男子バレーボール、柔道、剣道）、2 中学校で活動している部活動（男女ソフトテニス、陸

上、野球、サッカー）となっています。今後も生徒数の減少等により存続が危うい部活動は増

加傾向にあるといえます。また、指導にあたっている教員についても、専門性（経験あり）の

ある顧問が 83 名中 36 名（43％）となっており、外部指導者が指導している部活動もあります
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が、現状として専門性のある部活動指導者が不足している状況となっています。 

なお、文化部については、現在市内 4 中学校で吹奏楽・美術等の部活動が設置されています

が、運動部と同様に少子化による部員数の減少が進んでいます。また、文化部の指導にあたる

教員も専門的な資格や技能を有しない場合があり、地域の文化芸術団体や専門家との連携によ

る指導体制の構築が求められています。 

【直方市立中学校の部活動地域展開に関わる実態調査より】 

４中学校からの回答数  計 97 人 （未回答があるため、数値に相違あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門性（指導経験）がないため、実技指導に不安を抱えている教員が多くなっています。 
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休日の指導や大会への引率を求められる点など教員への負担が大きく、教員の働き方改革と

いう面からも改革が求められています。 

部活動の在り方を継続するためには、教員以外の指導者確保が必要となります。 

３．中学校部活動地域展開等検討委員会の設置及び答申 

本市における中学校部活動の地域展開の在り方について検討するため、検討委員会を設置し、

関係者による協議を重ねてきました。同委員会からは、生徒の活動機会の確保を最優先とし、

地域と学校が連携した持続可能な運営体制の構築、指導者の確保及び育成、経済的配慮、段階

的な展開の必要性等について提言がなされました。 

 ４．計画期間 

   本計画の期間は、国のガイドラインにおいて改革実行期間とされている令和 8 年度から令和

13 年度までの 6 年間とします。 

なお、令和 8 年度を地域展開初年度と位置付け、段階的に体制整備を進めます。 
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第２章 基本理念及び基本方針 

１．基本理念 

国の動向及び検討委員会からの答申を踏まえ、本市は次の基本理念のもと、部活動地域展開

を推進します。 

本市は、すべての生徒が、将来にわたり安全で質の高いスポーツ・文化芸術活動に親しむこ

とができる環境を、学校・家庭・地域が連携して持続可能な形で構築します。 

２．基本方針 

本市は、次の４つの方針に基づいて地域展開・地域連携を推進していきます。 

（1）生徒の思いを第一に考えます 

生徒一人ひとりの思いを第一に考え、希望するクラブ活動が実施できるよう環境の整備に取

り組みます 

（2）持続可能な実施体制を確保します 

将来にわたり、生徒が持続的にスポーツや文化芸術活動に親しむことができる活動の機会を

確保していきます。 

（3）教員の負担軽減と兼職兼業できる環境の整備を目指します 

現在行われている部活動指導（顧問）に関わる教員の負担軽減を目指すとともに、指導に関

わることを希望する教員の兼職兼業できる環境を整備していきます。 

（4）多様な主体が相互に関わり合いながら活動する地域展開を目指します 

既存の合同部活動や部活動指導者等の地域連携の方策を活用しつつ、将来的には学校・行政・

保護者や地域の団体、民間企業等の多様な主体が関わり合いながら地域全体で支援し、地域展

開の実現を目指していきます。 
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第３章 計画推進の枠組み（体制・評価） 

１．目標 

本市においては、国のガイドラインに沿い、中学校部活動を地域に展開し、地域全体で子

供たちの活動を支援していくことを最終目標とします。その目標の実現に向けた中間目標と

して、令和 10 年度中に休日の全ての部活動を地域クラブへ展開することを目指します。 

なお、本計画の推進に際しては、国や福岡県の動向に柔軟に対応し、その内容や状況等に

変更があった場合には、本計画の内容も見直します。 

２．トライアル事業の実施 

地域展開に当たっては、急激な展開による混乱を避けるため、段階的な導入を基本としま

す。そのため、令和 8 年度から特定種目においてトライアル事業を実施し、課題の検証及び

改善を図った上で、全市的な展開を目指します。 

トライアルの成果及び課題については、中学校部活動地域展開等検討委員会において検証

し、本計画に反映します。本計画において「トライアル事業」とは、本格実施に先立ち、お

おむね１年間を目安として、[n1]特定の認定地域クラブを対象として試行的に地域展開を実

施し、課題の把握・改善を図る事業を指します。 

 ３．計画の進捗管理及び評価 

本計画を着実に推進するため、進捗状況を定期的に把握し、必要に応じて改善を図ります。

評価に当たっては、次の観点に基づき指標（KPI）を設定し、達成状況を検証します。検討委

員会において評価結果を共有し、必要に応じて本計画の見直しを行います。 

   【評価指標（KPI）】 

指標 目標値：R13 

地域展開実施種目数 12 種目 

認定地域クラブ数 22 クラブ 

指導者登録者数 
（研修修了者含む） 

70 人 

認定地域クラブ登録生徒数 700 人 

クラブ継続運営率 90％以上 

生徒・保護者満足度 80％以上 

事故発生件数 重大事故ゼロ 
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第４章 計画推進にあたっての留意点及び推進体制 

本計画の推進に当たっては、学校、地域、保護者及び関係団体との十分な連携を図りながら、段

階的かつ計画的に取り組むものとします。 

また、持続可能な運営体制を構築するため、次のとおり推進体制を整備します。 

１．運営事務局について 

運営事務局は、令和８年より教育委員会内（文化・スポーツ推進課）に設置します。本計画

に基づく取組の総合調整機能を担い、[n2]学校、地域クラブ、指導者、保護者及び関係団体との

連絡調整を行うとともに、持続可能な運営体制の構築を図ります。 

（1）主な業務内容 

運営事務局は、次の業務を所掌します。 

    ・地域クラブの認定及び運営支援 

    ・指導者の確保及び登録管理 

    ・教員の兼職兼業手続きに関する調整 

    ・活動場所の調整及び施設利用に関する連絡調整（使用料減免制度に関する情報提供を含

む。） 

・保険加入及び安全管理体制の整備 

    ・事故、トラブル発生時の対応及び再発防止策の検討 

    ・保護者及び市民への周知・相談対応 

    ・実施状況の把握及び効果検証 

    ・会費（参加費）の徴収に関する事務 

    ・財政支援（補助金等）の申請受付及び審査補助 

（2）総括コーディネーターの配置 

地域展開の推進に当たり、種目横断的な調整及び実務統括を担う「総括コーディネータ

ー」を配置します。総括コーディネーターは、運営事務局と各学校・地域クラブとの橋渡

し役として、次の役割を担います。 

     ・各種目間の運営状況の把握及び課題整理 

     ・学校との連絡調整及び合意形成支援 

     ・認定地域クラブとの連絡調整及び活動状況の把握 
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・指導者配置の調整及び支援 

     ・トライアル事業の進行管理 

     ・課題の可視化及び改善提案 

なお、当分の間は、総括コーディネーター１名体制で業務を進めることとします。配

置形態については、事業の進捗状況や地域展開の規模拡大に応じて、必要な見直しを検

討します。      

（3）中学校部活動地域展開等検討委員会 

本計画の進行管理及び効果検証を行うため、検討委員会において引き続き検討を行いま

す。検討委員会は、地域展開の進捗状況の確認、課題の整理及び改善策の検討を行うとと

もに、必要に応じて本計画の見直しについて意見を述べるものとします。 

   （4）学校及び関係団体との連携体制 

運営事務局は、各中学校、競技団体、文化団体等と定期的に情報共有の機会を設け、連

携体制の強化を図ります。また、種目ごとに教員、指導者、競技団体等の関係者間で協議

を行い、運営上の課題や改善策を運営事務局において整理します。 
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２．指導者の質と量の確保について 

部活動の地域展開を持続可能な取組とするためには、専門性と指導力を備えた指導者の安定

的な確保が不可欠となります。本市においては、地域の競技団体、文化団体、大学、民間団体

等との連携を強化し、地域人材の発掘・育成に努めるとともに、広域的な人材活用の仕組みに

ついても活用を検討します。具体的には、県域の人材活用制度（例：福岡県アスリート人材活

用コンソーシアム、福岡県スポーツリーダーバンク）等の情報収集及び連携を進め、専門的知

見や競技経験を有する人材の参画機会の拡充を図ります。文化部活動の指導者確保については、

文化芸術分野の特性を踏まえた取組を推進します。具体的には、直方市文化連盟や吹奏楽・美

術等の専門団体、地域のアーティスト・演奏家等との連携を図り、専門的知見を有する人材の

発掘・登録を進めます。あわせて、指導者を対象とした研修の実施や情報共有体制の整備を通

じて、指導の質の向上及び安全管理体制の強化を推進します。さらに、指導者の採用にあたっ

ては日本版 DBS を活用し、不適切行為の防止を徹底します。 

また、指導者の安定的な確保を図るためには、専門性及び活動内容に応じた適切な処遇の確

保が重要となります。報酬の水準については、国のガイドラインに示される報酬水準と同等の

報酬を基準とし、市の財政状況や活動実態を踏まえ、持続可能な仕組みとして段階的に整備し

ます。 

３．教員の負担軽減について 

 教員の負担軽減のため、教員が部活動指導に携わらなくてもよい体制の構築を段階的に進

めていくことが必要となります。一方で、指導に携わることを希望する教員の思いを実現する

ため、教員の兼職兼業制度を構築し、教員が地域の人材の一人として地域クラブ活動に関わっ

ていくことができる体制の整備が必須となります。なお、兼職兼業を行う教員の時間外勤務等

の確認を行っていくような制度設計も行い、学校教育の質の向上を目指すことが重要となりま

す。 

４．活動場所の確保について 

活動場所については、中学校施設を基本とし、必要に応じて市の公共施設や民間施設等を利

用していく予定としています。市及び運営事務局は、活動場所を円滑に利用できるようにする

ため、条例や規則等の整備や改定、関係部署との調整等を行っていきます。 

５．活動費について[n3] 

地域展開に伴う活動費については、持続可能な運営体制の構築を基本とし、受益者負担の考

え方を踏まえつつ整理します。トライアル事業の検証を基に、本格実施に向け会費を設定しま

す。その際、国が示す参加費等の金額の目安を踏まえつつ、地域の実情に応じた適切な額を設

定します。 
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一方で、すべての生徒が経済的事情にかかわらず安心して活動に参加できる環境を確保する

ことが重要となります。そのため、経済的に困窮する家庭の生徒の参加機会が損なわれること

のないよう配慮し、既存の就学援助制度等との整合を図りながら、国及び県の支援制度の動向

を踏まえ、必要な支援の在り方について検討します。また、地域展開を契機として、企業協賛

やふるさと納税の活用等、新たな財源の確保策についても積極的に検討し、多様な財源を組み

合わせることで、生徒の活動機会を経済的事情に左右されない形で持続的に確保することを目

指します。 

６．安全確保について 

クラブ活動に参加している生徒・指導者の安全を確保するために、スポーツ安全保険等への

保険や個人賠償責任保険に加入することを条件とします。 

指導者は、怪我や暴力等の問題を生じさせないことは当然ですが、万が一そのような事案が

発生した場合には、学校や運営事務局と情報を共有し、適切に対処する必要があります。また、

指導者には、生徒の心身の健康管理や体罰・ハラスメントの根絶に向けた研修を実施し、指導

者の資質の向上に努めます。 
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第５章 これからの取組 

１．休日の部活動について 

本市では、休日における部活動の地域展開について、次のとおり段階的に進めていきます。 

（1）トライアル事業（令和 8 年度内開始～おおむね１年間）[n4] 

認定地域クラブの参加申請受付を開始し、準備が整い次第、令和 8 年度内に休日の部活動

を地域クラブとして実施するトライアル事業を開始します。トライアル事業は、本格実施に

向けた課題の把握・検証を目的とするものであり、運営上の課題や生徒・保護者の満足度等

について検討委員会において評価・改善を行います。 

（2）対象拡大期間（トライアル終了後～おおむね１年間）[n5] 

トライアル事業の成果と課題を踏まえ、対象種目・クラブを拡大しながら、本格実施に向

けた体制整備を進めます。 

（3）本格実施（令和 10 年度以降）[n6] 

トライアル事業及び対象拡大期間の成果・課題を踏まえ令和 10 年度以降の準備が整った

時点で、休日における全ての部活動の地域展開を本格的に推進します。 

   なお、令和８年度から全中学校において生徒・保護者・教職員向けの説明会を実施し、地域

展開の趣旨・仕組み・費用・高校入試での取り扱い等について丁寧に周知します。 

２．認定地域クラブについて 

本市における部活動地域展開を円滑に進めるため、一定の基準を満たす地域クラブを「直方

市認定地域クラブ」（以下「認定地域クラブ」という。）として位置付けます。 

認定は、生徒が安全かつ安心して活動できる環境を確保するとともに、活動の質を担保する

ことを目的とします。 

認定地域クラブは、単一の中学校の生徒のみを対象とするのではなく、複数の中学校の生徒

を受け入れる仕組みとすることを基本とします。これにより、生徒数が少ない学校の生徒であ

っても希望する活動に参加できる機会を確保するとともに、学校の垣根を越えた仲間とのつな

がりを創出します。 

（１）認定基準 

認定地域クラブは、次に掲げる基準を満たすものとします。 

① 学校部活動の教育的意義を継承・発展させた活動であること。 

② 適切な活動時間及び休養日が設定されていること。 

③ 可能な限り低廉な参加費等が設定されていること。 



14 
 

④ 適切な指導体制が確保されていること。 

⑤ 適切な安全確保の体制が確保されていること。 

⑥ 適切な運営体制が確保されていること。 

⑦ 学校等との連携が適切に行われていること。 

（２）認定の方法 

認定の手続き及び詳細な基準については、別に定める要綱により運用します。認定後も、必

要に応じて活動状況の確認を行い、基準を満たさない場合は認定の見直しを行います。 

  （３）活動支援 

認定地域クラブは、市内学校施設やその他公共施設等を優先的に利用でき、施設使用料等の

減免を受けることができます。また、指導者への報酬や行政からの活動支援等を検討します。 

３．認定地域クラブ数及び対象競技 

本市における認定地域クラブ数については、既存部活動の設置状況、生徒の参加状況、競技

人口の見込み、指導者確保の可能性等を総合的に勘案し、22 クラブとします。 

対象競技及びクラブ数は、次のとおりとします。 

・卓球 2 クラブ（男子 1、女子 1） 

・バスケットボール 4 クラブ（男子 2、女子 2） 

・バレーボール 3 クラブ（男子 1、女子 2） 

・ソフトテニス 4 クラブ（男子 2、女子 2） 

・陸上競技 1 クラブ 

・水泳 1 クラブ 

・野球 1 クラブ 

・サッカー 1 クラブ 

・剣道 1 クラブ 

・柔道 1 クラブ 

・吹奏楽 2 クラブ 

・美術 1 クラブ       

なお、クラブ数及び対象競技については、指導者の確保、生徒数の推移、参加状況及び運営

状況を踏まえ、必要に応じて見直します。また、学校部活動として設置されていない新たな種
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目・活動に係るクラブについては、上記クラブの移行が完了したのちに、生徒のニーズ・指導

者確保の状況・運営体制の整備状況等を確認した上で、認定を検討します。 

４．指導者について 

本市では、認定地域クラブで指導できる指導者を集めた人材バンクを運営事務局に設置しま

す。指導者は、専門的指導が可能な人材だけでなく、活動の見守り等サポート役となる人材で

なければなりません。任用時に県や運営事務局が行う研修等を受講する必要があります。 

また、教員の中にも、部活動の指導にやりがいを感じている方もいます。教員の兼職兼業制

度の充実を図り、認定地域クラブで指導できる環境整備に取り組みます。 
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第６章 今後のスケジュール 

１．地域展開に向けた全体のスケジュール 

本市では、次の全体スケジュールに沿って、地域展開を実行していきます。令和８年度から

令和１０年度を「改革実行期間（前期）」と位置付け、令和８年度内にトライアル事業を開始し

[n7]、トライアル期間（おおむね 1 年間）及び対象拡大期間（おおむね 1 年間）を経て、段階

的に休日部活動の地域展開を進めます。本格実施については令和１０年度以降を目途とし、準

備の進捗に応じて実施します。令和１１年度からは「改革実行期間（後期）」として、休日展開

の効果検証を踏まえながら平日部活動の地域展開を段階的に推進します。平日展開については、

指導者確保・活動場所・生徒の移動等、休日以上に多くの課題があることから、国の動向や地

域の実情を見極めながら、可能な範囲で着実に進めることとし、完了時期については改革実行

期間中の取組状況を踏まえて改めて定めます。[n8] 

なお、改革の実行に当たっては、本市が行政主導により認定地域クラブを統括し、市内中学

校４校の部活動を順次地域展開していきます。また、国の制度改正・財政措置の動向を見極め

ながら、必要に応じて本計画の内容を見直します。 

【全体の推進スケジュール】 

 


